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（
質
問
の 

二
〇
） 

答

弁

第

二

〇

号 

   

衆
議
院
議
員
木
原
実
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
公
団
が
犯
し
た
消
防
法
に
係
る
違
法
行
為
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
二
第
二
〇
号 

昭
和
四
十
九
年
五
月
十
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

田 

中 


一 

 

榮 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
木
原
実
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
公
団
が
犯
し
た
消
防
法
に
係
る
違
法
行
為
に
関
す 

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(1) 

航
空
燃
料
ジ
ェ
ッ
ト
Ａ

1
及
び
ジ
ェ
ッ
ト
Ｂ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
消
防
法
別
表
に
掲
げ
る
第
四
類
第
二
石
油
類

及
び
第
一
石
油
類
に
該
当
す
る
。 

(2) 

消
防
法
第
十
条
が
指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
の
貯
蔵
又
は
取
扱
い
に
つ
い
て
制
限
し
て
い
る
の
は
、
事
故

の
発
生
を
予
防
す
る
と
と
も
に
事
故
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る
趣
旨
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

関
係
地
方
公
共
団
体
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
、
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
建
設
工
事
に
着
手
し
た
日

（
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
埋
設
に
必
要
な
掘
削
工
事
の
開
始
の
日
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 



   

(3) 

本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
建
設
状
況
（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
現
在
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
工
事
に
必
要
な
用
地
に
つ
い
て
は
確
保
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

四
街
道
町 

 

昭
和
四
十
七
年
八
月
五
日 

酒
々
井
町 

 
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
九
日 

成
田
市 

 
 

昭
和
四
十
七
年
三
月
十
五
日
（
空
港
内
は
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
三
日
） 

千
葉
市 

 
 

昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
六
日 

富
里
村 

 
 

昭
和
四
十
七
年
六
月
二
日 

佐
倉
市 

 
 

昭
和
四
十
七
年
八
月
二
十
五
日 

四 

 



三
に
つ
い
て 

     
(3) 

御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(1)
及
び

(2) 

昭
和
四
十
六
年
十
月
一
日
付
け
で
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
総
裁
か
ら

認
可
申
請
が
あ
り
、
同
年
十
二
月
一
日
付
け
で
運
輸
大
臣
が
認
可
し
て
い
る
。 

(4)
か
ら

(7)
ま
で 

昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
四
日
付
け
で
、
公
団
総
裁
か
ら
新
東
京
国
際
空
港
公
団
航
空
機
給

油
施
設
の
建
設
及
び
管
理
規
程
（
以
下
「
建
設
及
び
管
理
規
程
」
と
い
う
。
）
の
承
認
申
請
が
あ
り
、
同
年
六
月 

五 

 



四
に
つ
い
て 

    

(1) 

建
設
及
び
管
理
規
程
第
三
条
に
定
め
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
相
当
す
る
千
葉
港
頭
施
設
及
び
場
内
施
設
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
、
消
防
法
第
十
一
条
に
よ
る
申
請
及
び
許
可
が
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
れ
て
い
る
。 

(8)
及
び

(9) 

建
設
及
び
管
理
規
程
に
は
完
成
検
査
の
規
定
は
な
い
が
、
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
に
よ
る
運
輸
大
臣
及
び
自
治
大
臣
の
完
成
検
査
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
て

い
る
。 

二
十
六
日
付
け
で
運
輸
大
臣
が
承
認
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
内
容
は
関
係
者
に
周
知
さ
れ
て
い
る
。 

六 

 



           

七 

 



         
(2) 

公
団
と
し
て
は
、
消
防
法
第
十
一
条
に
よ
る
設
置
許
可
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対

し
特
段
の
問
合
せ
は
行
わ
な
か
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

八 

 



(7) 

公
団
は
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
か
ら
昭
和
四
十
七
年
三
月
に
か
け
て
、
運
輸
省
、
建
設
省
、
千
葉
県
、
千

葉
市
等
と
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
、
施
工
方
法
及
び
道
路
等
の
占
用
の
許
可
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て

打
合
せ
を
行
つ
た
。 

(3)
か
ら

(6)
ま
で 

消
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
権
限
の
あ
る
者
は
、
消
防
本
部
及
び

消
防
署
を
置
く
市
町
村
の
区
域
に
あ
つ
て
は
当
該
市
町
村
長
、
そ
の
他
の
区
域
に
あ
つ
て
は
当
該
区
域
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
と
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
消
防
庁
と
し
て
は
、
本
件
の
工
事
に
関
し
法
的
に
公
式
に
報
告
又
は
通
知
を
受
け
た
こ
と
は
な 

く
、
消
防
法
第
十
一
条
の
許
可
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
公
文
書
に
よ
る
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
も
な
い
が
、

関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
本
件
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
た
の
で
、
昭
和
四
十
七
年
四

月
八
日
、
千
葉
市
、
四
街
道
町
、
佐
倉
市
、
成
田
市
及
び
千
葉
県
の
担
当
者
を
招
集
し
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施

設
の
許
可
等
を
行
う
場
合
の
統
一
的
事
務
処
理
に
関
し
必
要
な
打
合
せ
を
行
つ
た
。 

九 

 



五
か
ら
七
に
つ
い
て 

(9) 

道
路
法
第
三
十
二
条
並
び
に
河
川
法
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
道
路
管

理
者
及
び
河
川
管
理
者
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

(8) 
法
律
の
運
用
等
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
当
該
法
律
を
所
管
す
る
行
政
庁
の
解
釈
に
従
つ
て
処
理
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
施
行
前
に
お
い
て
、
消
防
法
第
十
一
条
の
規
定
は
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に

係
る
事
業
用
施
設
に
対
し
て
も
適
用
が
あ
つ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
当
時
本
件
工
事
を
実
施
し
た
こ
と
が
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
一
条
に
よ
る
許
可
申
請
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
が
、
公
団
に
お
い
て
は
、
当
時
に
お
け

る
調
査
検
討
の
結
果
を
取
り
入
れ
て
安
全
性
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
に
努
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
制
定
に
よ
り
同
法
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
消
防
法
の
適
用
が
除
外
さ 

一
〇 

 



 

一
一 

れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
消
防
庁
に
お
い
て
は
、
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
設
置
に
関
し
、
成
田
市
か
ら
口
頭
を
も
つ
て
一
般
取

扱
所
に
含
ま
れ
る
施
設
の
範
囲
に
つ
い
て
照
会
を
受
け
、
口
頭
で
回
答
し
た
こ
と
が
あ
る
。 

八
に
つ
い
て 

公
団
は
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
に
基
づ
い
て
、
新
東
京
国
際
空
港
の
設
置
運
営
を
行
う
も
の
と
し
て
設

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
適
材
を
適
所
に
配
置
し
、
こ
れ
が
適
切
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




